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示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
八
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
三
年
六
月
十
八
日
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
九
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
六
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る

旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

西
多
摩
郡
檜
原
村
字
南
郷
六
一
七
九
番
一
及
び
同
番
三

二

指
定
の
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
東
京
都
産

業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
檜
原
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
十
七
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日東京

都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

町
田
調
布

二

変
更
の
区
間

多
摩
市
聖
ケ
丘
四
丁
目
二
十
二
番
地
先
か
ら
稲

城
市
大
字
百
村
字
三
号
二
千
百
十
一
番
地
先
ま

で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

令
和
三
年
二
月
七
日
執
行
の
西
東
京
市
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
裁
決
し
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

号
）
第
二
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ジ
ア
・
チ
ャ
イ
ル
ド
ケ
ア
・
リ
ー
グ

二

代
表
者
の
氏
名

渡
邉

和
代

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
築
地
一
丁
目
四
番
三－

八
〇
八
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
令
和
七
年
十
一
月
十
五
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｏ
ｕ
ｒ
Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｅ
ｔ－

Ｔ
Ｖ

二

代
表
者
の
氏
名

白
石

草

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
猿
楽
町
二
丁
目
二
番
三
号

Ｎ
Ｓ
ビ
ル
二
〇
二

号
室
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四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
三
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
一
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ
音
楽
フ
ォ
ー
ラ
ム

二

代
表
者
の
氏
名

岡
山

芳
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

町
田
市
東
玉
川
学
園
一
丁
目
六
番
二
十
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
三
月
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
六
日
ま
で

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
稲
城
長
沼
駅
東
土
地
区
画
整
理
事
業
共
同

施
行
者
か
ら
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

東
京
都
調
布
飛
行
場
運
用
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

東
京
都
調
布
飛
行
場
運
用
規
程
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公

告
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
固
定
翼
）

目
視
位
置
通
報
点

飛
行
場
標
点
か
ら
の

方
位
／
距
離

備

考

大
泉
（O

IZU
M
I

）

〇
三
四
度
／
一
一
、

四
八
二
メ
ー
ト
ル

（
六
・
二
海
里
）

外
環
自
動
車

道
大
泉
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン

ジ

田
無
（T

A
N
A
SH
I

）

〇
〇
九
度
／
六
、
二

九
六
メ
ー
ト
ル
（
三

・
四
海
里
）

西
武
新
宿
線

田
無
駅

中
野
（N
A
K
A
N
O

）

〇
七
三
度
／
一
二
、

九
六
四
メ
ー
ト
ル

（
七
・
〇
海
里
）

中
央
線
中
野

駅

国
分
寺（KOKUBUNJI

）
三
〇
六
度
／
五
、
三

七
〇
メ
ー
ト
ル
（
二

・
九
海
里
）

中
央
線
国
分

寺
駅

井
の
頭（INOKASHIRA

）
〇
五
四
度
／
五
、
三

七
〇
メ
ー
ト
ル
（
二

・
九
海
里
）

井
の
頭
公
園

池

よ
み
う
り（Y

O
M
IU
RI

）
一
八
九
度
／
五
、
三

七
〇
メ
ー
ト
ル
（
二

・
九
海
里
）

よ
み
う
り
ラ

ン
ド
観
覧
車

登
戸
（N

O
BO
RIT
O

）
一
四
六
度
／
六
、
八

五
二
メ
ー
ト
ル
（
三

・
七
海
里
）

南
武
線
登
戸

駅

唐
木
田（KA

RA
KIDA

）
二
三
九
度
／
一
二
、

五
九
三
メ
ー
ト
ル

（
六
・
八
海
里
）

小
田
急
電
鉄

多
摩
線
唐
木

田
操
車
場

青
葉
（A

O
BA

）

一
七
六
度
／
一
四
、

二
六
〇
メ
ー
ト
ル

（
七
・
七
海
里
）

東
名
高
速
道

路
青
葉
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン

ジ

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
六
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
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